
確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す

　

｢

確
定
申
告
書｣
は
、
自
分
で
作
成
し
、
名

寄
税
務
署
窓
口
に
持
参
、
ま
た
は
、
郵
送

で
お
早
め
に
提
出
願
い
ま
す
。
ま
た
、
便

利
な
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
指
導
・
申
告
書
の
受
付
期
間

■
所
得
税　

２
月
16
日
(月)
～
３
月
16
日
(月)

■
贈
与
税　

２
月
２
日
(月)
～
３
月
16
日
(月)

■
消
費
税
等　

３
月
31
日
(火)
ま
で

申
告
会
場
・
時
間

　

名
寄
税
務
署
２
階
会
議
室

　

９
時
～
17
時(

土
・
日
・
祝
日
を
除
く)

　


０
１
６
５
４
②
２
１
５
７

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
方

①
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の
ほ
か
に

　

20
万
円
を
超
え
る
所
得
が
あ
る
方
、
年

　

金
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
を
超
え
る

　

方
や
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
な
ど
が

　

あ
り
、
所
得
税
の
納
税
額
が
あ
る
方(

公

　

的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万

　

円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
公
的
年
金
な

　

ど
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
の

　

場
合
は
、
確
定
申
告
不
要
で
す
が
、
市
民

　

税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す)

②
年
末
調
整
し
た
給
与
以
外
の
所
得
が
20

　

万
円
を
超
え
る
方

③
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る

　

場
合
で
、
年
末
調
整
を
受
け
な
か
っ
た

　

給
与
の
収
入
金
額
と
給
与
所
得
以
外
の

　

合
計
金
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

④
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
や
予
定
納
税
し

　

た
税
金
が
納
め
す
ぎ
に
な
っ
て
い
て
還

　

付
申
告
を
す
る
方

⑤
雑
損
失
や
株
式
の
損
失
な
ど
、
翌
年
以

　

降
に
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
損
失
が

　

あ
る
方

 
住
民
税
の
申
告
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
は
「
案
内

ハ
ガ
キ
」
で
相
談
日
を
ご
案
内
し
ま
す
の

で
、「
案
内
ハ
ガ
キ
」
と
関
係
書
類
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。「
案
内
ハ
ガ
キ
」
が

送
付
さ
れ
な
か
っ
た
方
で
も
申
告
の
必
要

が
あ
る
場
合
は
来
庁
く
だ
さ
い
。

申
告
受
付
期
間

　

２
月
16
日
(月)
～
３
月
16
日
(月)

申
告
場
所

■
税
務
課
市
民
税
係

　

(

名
寄
庁
舎
２
階)

■
地
域
住
民
課
総
務
税
務
係

　

(

風
連
庁
舎
１
階)

※

申
告
の
受
付
は
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

※

申
告
受
付
資
料
な
ど
の
都
合
に
よ
り
、

　

住
所
が
「
名
寄
市
風
連
町
」
の
方
は
風

　

連
庁
舎
で
、
そ
れ
以
外
の
方
は
名
寄
庁

　

舎
で
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

①
案
内
ハ
ガ
キ
、
印
鑑

②
給
与
・
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
（
原

本)

、
報
酬
・
料
金
等
の
支
払
調
書

③
営
業
所
得
等
が
あ
る
場
合
は
収
支
計
算

書
お
よ
び
仕
入
れ
、
売
上
、
必
要
経
費

等
の
明
細
書
（
な
お｢

案
内
ハ
ガ
キ｣

が

届
い
て
い
な
い
場
合
は
税
務
署
で
の
申

告
を
お
願
い
し
ま
す
）

④
生
命
保
険
、
地
震
保
険
、
平
成
18
年
以

前
契
約
の
長
期
損
害
保
険
等
の
控
除
証

明
書

⑤
医
療
費(

薬
代
含
む)

等
の
領
収
書
お
よ

び
生
命
保
険
や
高
額
療
養
費
な
ど
で
補

填
さ
れ
た
金
額
の
わ
か
る
も
の

⑥
社
会
保
険
料
〔
国
民
年
金
保
険
料
等
の

控
除
証
明
書
、各
種
健
康
保
険
料
（
税
）・

介
護
保
険
料
等
の
領
収
書
な
ど
〕

※

公
的
年
金
か
ら
天
引
き
の
社
会
保
険
料

は
当
該
年
金
受
給
者
本
人
の
社
会
保
険

料
控
除
と
な
り
ま
す
。

⑦
身
体
障
害
者
手
帳
、
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
、
療
育
手
帳
、
精
神
保
健
福

祉
手
帳
等

⑧
所
得
税
の
還
付
申
告
の
場
合
は
振
込
先

口
座
の
わ
か
る
も
の

住
民
税
の
決
定
に
つ
い
て

　

今
回
の
申
告
に
よ
り
平
成
27
年
度
住
民

税
額
が
決
定
す
る
の
は
、
給
与
特
別
徴
収

の
方(

住
民
税
を
給
与
天
引
き
さ
れ
る
方)

が
５
月
10
日
頃
、
そ
れ
以
外
の
方(

住
民

税
を
納
付
書
払
い
も
し
く
は
口
座
振
替
、

年
金
特
徴
で
支
払
う
方
）
は
６
月
10
日
頃

に
な
り
ま
す
。

　

申
告
し
て
い
な
い
収
入
が
あ
れ
ば
そ
れ

を
加
え
て
計
算
す
る
た
め
、
申
告
時
に
お

伝
え
し
た
住
民
税
額
が
変
更
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

得
税
・
消
費
税
な
ど
の

確
定
申
告

所

人
市
・
道
民
税
の

非
課
税
限
度
額

個

民
税
の
申
告

住

平成27年度分
住民税申告

平成26年分
確定申告

Final Tax Return

問
い
合
わ
せ

　
税
務
課
市
民
税
係
（
名
寄
庁
舎
２
階
）

　
　

０
１
６
５
４
③
２
１
１
１

　
　
　(

内
線
３
２
０
１
～
３
２
０
３
）

本人と

扶養親族等

の合計人数

 （注１）

１人

２人

３人

４人

28万円

73万円

101万円

129万円

28万円

73万円

101万円

129万円

1,480,000円

1,930,000円

2,210,000円

2,490,000円

980,000円

1,473,334円

1,846,667円

2,220,000円

65歳以上の方
(昭和25年1月1日以前生まれ)

65歳未満の方
(昭和25年1月2日以降生まれ)

公的年金等の所
得と他の所得の
合計(所得金額)

公的年金等の
収入のみの場合
(収入金額)

公的年金等の所
得と他の所得の
合計(所得金額)

公的年金等の
収入のみの場合
(収入金額)

（注１）本人と扶養親族等の合計人数は、扶養親族、控除対象配偶者、本人の

　　　　合計人数です。合計人数が５人以上の場合は、お問い合わせください。
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市・道民税の申告フローチャート
｢所得税の確定申告が必要な方｣に該当
しますか︖（右ページ参照）

税務署・市役所税務課・ｅ－Ｔａｘなどで

所得税の確定申告を行ってください。

所得税の確定申告を行った場合、市・道民

税の申告は必要ありません。

名寄市への申告は必要ありません。

(平成27年１月１日現在の住所地で申告してください）

※市・道民税は非課税になるため、市・道民税申告の必要はあ 

　りませんが、税証明が必要な場合や国民健康保険料や介護保

　険料、後期高齢者医療保険料、保育料、高額療養費の自己負

　担限度額、各種医療費助成制度の区分判定などに所得額など

　が必要な場合は、税金がかからなくても申告が必要です。

平成27年１月１日、本市に住所（住

民登録）がありましたか？

平成26年１月１日から同年12月31日
までに収入がありましたか？

収入は障害年金・遺族年金・失業給
付金などの非課税所得のみですか？

どのような収入状況がありましたか︖次のＡ～Ｃからお選びください。
Ａ公的年金収入がある方
　源泉徴収票の扶養人数はあっていますか？

公的年金収入が
65歳以上 148万円以下
65歳未満　98万円以下

扶養控除・生命保険料・医療費
控除・社会保険料控除などの控
除を追加しますか？

公的年金などの所得金額と公的年金
など以外の所得金額の合計額が、個
人の市・道民税の非課税限度額以下
になる（右ページ表参照）

扶養控除・生命保険料・医療費控除・社会保険料控除
などの控除を追加しますか？

市・道民税の申告は
不要です

Ｂ給与収入がある方
　お勤め先の給与以外に収入がありましたか？

Ｃその他の所得
　がある方

市・道民税の申告が必要です

次の対象者またはその対象者を扶養している方は、所得税・住民税の控除として一定金額を所得から差し
引くことができます。認定書または確認書をお持ちのうえ申告してください。

■
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

　

次
に
該
当
す
る
方
に
発
行
し
ま
す
。

①
65
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を
受
け
て

　

い
る
方

②
65
歳
以
上
で
、
６
カ
月
以
上
寝
た
き

　

り
で
食
事
、
排
せ
つ
な
ど
の
日
常
生

　

活
に
支
障
が
あ
る
方

■
お
む
つ
使
用
確
認
書

　
　

（
医
療
費
控
除
対
象)

　

要
介
護
認
定
を
受
け
、
次
の
３
つ
の

条
件
全
て
に
該
当
す
る
場
合
で
、
お
む

つ
使
用
の
必
要
性
が
確
認
さ
れ
る
方
に

発
行
し
ま
す
。

　

申
請
時
に
は
、
前
年
の
お
む
つ
使
用

証
明
書
の
写
し
、
ま
た
は
、
お
む
つ
代

の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目

以
降
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類

の
写
し
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

①
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る

　

の
が
２
年
目
以
降
の
方

②
お
む
つ
を
使
用
し
た
当
該
年
に
作
成

　

し
た
主
治
医
意
見
書
が
あ
る
方

③
主
治
医
意
見
書
の
内
容
で
「
寝
た
き

　

り
の
状
態
で
あ
る
こ
と｣

お
よ
び｢

尿

　

失
禁
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
」
の
２

　

点
が
確
認
で
き
る
方

■
申
請
窓
口

　

高
齢
介
護
課(

名
寄
庁
舎
２
階)

　

地
域
住
民
課(

風
連
庁
舎
１
階)

■
問
い
合
わ
せ

　

高
齢
介
護
課
（
名
寄
庁
舎
２
階
）

　
　

０
１
６
５
４
③
２
１
１
１

 　

（
内
線
３
２
３
４
～
３
２
３
６
）

スタート!

はい

いいえ

次のとおり
進んでください

公的年金以外
に所得があり
ますか？

確定申告が始まります

 21 平成２７年２月号 21 平成２７年２月号



Final Tax Return
確定申告が始まります

平
成
27
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
お
も
な
変

更
点
に
つ
い
て

■
個
人
住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

　

除
の
延
長
・
拡
充

　※

個
人
住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

　

除
は
、
所
得
税
額
か
ら
控
除
し
き
れ
な

　

い
場
合
に
、
限
度
額
以
下
の
範
囲
で
控

　

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※

平
成
26
年
４
月
か
ら
平
成
29
年
12
月
ま

　

で
の
控
除
限
度
額
は
、
住
宅
の
取
得
対

　

価
の
額
ま
た
は
費
用
の
額
に
含
ま
れ
る

　

消
費
税
等
の
税
額
が
、
８
パ
ー
セ
ン
ト

　

ま
た
は
10
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
場
合
の

　

金
額
で
す
。

■
上
場
株
式
等
の
譲
渡
所
得
お
よ
び
配
当

　

所
得
等
に
係
る
軽
減
税
率
の
廃
止

　

上
場
株
式
等
の
配
当
・
譲
渡
所
得
等
に

係
る
税
率
は
、
特
例
措
置
に
よ
り
平
成
25

年
12
月
31
日
ま
で
10
パ
ー
セ
ン
ト
（
所
得

税
７
パ
ー
セ
ン
ト
、
住
民
税
３
パ
ー
セ
ン

ト｣)

の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
平
成
26
年
１
月
１
日
以
後
は
本
則

税
率
の
20
パ
ー
セ
ン
ト
（
所
得
税
15
パ
ー

セ
ン
ト
、
住
民
税
５
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

■
非
課
税
口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
等
に

　

係
る
配
当
所
得
お
よ
び
譲
渡
所
得
等
の

　

非
課
税
措
置
の
創
設

　

平
成
26
年
か
ら
平
成
35
年
ま
で
の
各
年

に
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
開

設
し
た
非
課
税
口
座
に
お
い
て
、
毎
年
新

規
投
資
額
で
１
０
０
万
円
を
上
限
に
、
５

年
以
内
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
配
当
所
得

お
よ
び
譲
渡
所
得
等
に
つ
い
て
、
非
課
税

と
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
市
民
税
係(

名
寄
庁
舎
２
階)

　
　

０
１
６
５
４
③
２
１
１
１

　
　

(

内
線
３
２
０
１
～
３
２
０
３
）

高
額
療
養
費
と
確
定
申
告(

医
療
費
控
除)

に
つ
い
て

■
高
額
療
養
費
の
手
続
き
に
は
領
収
書
が

　

必
要
で
す

　

高
額
療
養
費
の
該
当
世
帯
に
は
、
受
診

月
か
ら
約
３
カ
月
後
に
手
続
き
案
内
を
送

付
し
て
い
ま
す
が
、
手
続
き
に
は
領
収
書

が
必
要
で
す
の
で
紛
失
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

■
12
月
診
療
分
の
高
額
療
養
費
に
つ
い
て

　

ー
医
療
費
控
除
の
前
に
高
額
療
養
費
の

　

支
給
手
続
き
を
ー

　

確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場

合
、
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の
支
払
い
分
が

申
告
対
象
で
す
。

　

12
月
診
療
分
の
高
額
療
養
費
の
支
給
手

続
き
は
、
２
月
下
旬
に
案
内
す
る
予
定
で

す
。
医
療
費
控
除
で
領
収
書
を
使
用
す
る

際
は
、
払
い
戻
し
の
手
続
き
が
済
ん
で
か

ら
確
定
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
案
内
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
支
給
の
対
象
で
案
内
が
来
な
い
場
合

は
、
確
定
申
告
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課
国
保
高
齢
医
療
係

　

(
名
寄
庁
舎
１
階)

　
　

０
１
６
５
４
③
２
１
１
１

　
　

(

内
線
３
１
１
６
）

居住年月日 控除限度額

現行

～平成25年12月31日

平成26年１月１日

～３月31日

平成26年４月１日

～平成29年12月31日

所得税の課税総所得金額等

　　×５％(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等

　　×５％(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等

　　×７％(最高136,500円)

改
正
後

改
正
前

掲載位置
　お知らせページ（５段組）の最下段
広告のサイズと価格
１号広告
【サイズ】縦45㎜×横90㎜  【価格】１万5,420円
２号広告
【サイズ】縦45㎜×横180㎜【価格】２万2,620円
掲載条件
広告掲載要綱・広告掲載基準などを順守し、次の①
②すべてに該当する場合

①市内に本店・支店などがある事業所(法人・個人)
②市税の滞納がない
掲載できないもの
法令などに違反するもの、公序良俗に反するもの、
政治活動・宗教活動に関するもの、意見広告または
個人の宣伝など
申し込み・問い合わせ
申込方法や掲載要綱などについてご連絡ください。
総務部企画課　広報推進係
　０１６５４③２１１１（内線３３０７）

広報なよろの有料広告を募集します お店のＰＲや事業のご案内などにぜひご活用ください。

人
・
住
民
税
の
税
制
改
正

個

民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

国

 広報なよろ第１０７号 22 広報なよろ第１０７号 22


	文書名_n020-確定申告①.pdf
	文書名_n021-確定申告②.pdf
	文書名_n022-確定申告③.pdf

